
 

リーダーズ式 
出題予想テーマ的中プロジェクト 

第４回 
 
 

リーダーズ総合研究所 
山田斉明 
竹内千佳 
村瀬仁彦 

≪出題予想テーマ的中プロジェクト≫ 

１ 民法択一式・記述式レバレッジ予想講義 

 ～１から10を知る！記述式有効活用術～  

２ 行政法☆重要判例予想講義 

  ～行政法の得点がグッと伸びる！受験生なら押さえて 

         おきたい重要判例～ 

３ ココが危ない！2016年一般知識予想講義 

 ～一般知識！早め早めの対策が合格への第一歩～ 

はじめに 

 

 

 

 

 

 

 

 

行政法☆重要判例予想講義 
行政法の得点がグッと伸びる！ 

受験生なら押さえておきたい重要判例 

リーダーズ総合研究所 

竹内千佳 

 

 

 

 

 

 

 
 

① 
• 制度趣旨 

② 
• 理由づけ 

③ 
• 結論 

法的思考力 

 

建築物完成による訴えの利益の消滅①
（最判昭59年10月26日） 

  

【争点】 

 

建築物完成により建築確認の訴えの利益は
消滅するか。 
 

建築基準法による流れ 

建築計画作成 

↓ 

建築確認申請 

↓ 

建築確認 

↓ 

確認済証の交付 

↓ 

工事 

 

 

↓ 

中間検査 

↓ 

中間検査合格済証 

↓ 

工事完了 

↓ 

完了検査 

↓ 

検査済証の交付 

 



建築物完成による訴えの利益の消滅② 

建築物完成により建築確認の訴えの利益は消滅するか。 

建築確認とは、それを受けなければ建築工事をすることが
できないという法的効果を与えるにすぎない。 

よって、工事の完了により取消しを求める訴えの利益は失わ
れる。 

土地改良事業完了による訴えの利益①
最判平成4年1月24日 

 

【争点】 

 

土地改良工事の完了によって訴えの利益は
消滅するか。 
 

土地改良事業完了による訴えの利益② 

土地改良工事の完了によって訴えの利益は消滅するか。 

土地改良事業施行人に基づく土地改良工事は、土地改良
事業施行認可が有効に存在することが後続の換地処分等
の前提となっている。 

よって、工事が完了し、換地処分が完了した段階であっても、
認可処分の取消しを求める訴えの利益は消滅しない。 

営業停止処分取消請求事件① 

最判平成27年3月3日 

【争点】 

 

先行行為に基づく処分を受けたことを理由と
して後行行為の処分に係る量定を加重する
旨の定めがある場合における、先行行為の
処分の取消しを求める訴えの利益 

営業停止処分取消請求事件② 
 期間が定められた不利益処分は、その期間の経過により処

分の取消しによって回復すべき法律上の利益が失われたと
されるのが原則である。 

しかし、期間経過により処分の本来的効果が消滅した場合
であっても、なおその付随的効果が残存するときは、当該
効果を排除するために取消訴訟の訴えの利益がある。 

よって、先行の処分を受けたことを理由として後行の処分に
係る量定を加重する旨の不利益な取扱いの定めがある場合
には、先行処分を受けた者は、将来後行処分の対象となり得
るときは、先行処分の効果が期間の経過によってなくなった
後においても、不利益な取扱いを受ける期間内においてはな
お、処分の取消しによって回復すべき法律上の利益を有する。 

懲戒処分に対する差止訴訟 

最判平成24年2月9日 

 

【争点】 

 ☑通達の処分性 

 ☑職務命令の処分性 

 ☑差止訴訟の訴訟要件 

 ☑公法上の確認訴訟（予防的確認訴訟） 



仮の義務付け―保育園入園― 

東京地決平成18年1月25日 

 

【争点】 

 

仮の義務付けは認められるか。 

 

☆行訴法改正により新設された仮の義務付
けを認容した決定例 

 

 

 

 

 

 

 

 

ココが危ない！ 
2016年一般知識予想講義 

 一般知識！ 

早め早めの対策が合格への第一歩 

リーダーズ総合研究所 

山田斉明 

 

 

 

 

 

 

 
 

時 事 

住民税から控除 

所得税から控除 

確定申告を行う 

ふるさと納税をする 

自治体を選ぶ 

テーマ２ ふるさと納税① 

 

Ａ 

Ｃ Ｄ 

（売主） 

土地 

（買主） 

資

本

金 

 

 
 

ふるさと納税 
（寄付金） 

 

 
 

控除額 

自己負担金 

 
 

控除額 

所得税から 
控除 

 
 

控除額 

 
 

住民税から 
控除 

テーマ２ ふるさと納税② 

 

団体名 受入額（百万円） 受入件数 

宮崎県 都城市 4,231 288,338 

静岡県 焼津市 3,826 138,903 

山形県 天童市 3,228 181,295 

鹿児島県 大崎町 2,720 63,731 

岡山県 備前市 2,716 33,746 
 

テーマ２ ふるさと納税③ 



 

西 暦 出来事 

2006年 観光立国推進基本法制定 

2007年 観光立国推進基本計画策定 

2008年 観光庁新設（国土交通省の外局） 

2012年 新観光立国推進基本計画策定 

2013年 日本再興戦略 

 

テーマ３ インバウンド 

≪次回予告≫ 

７月２３日（土）１８時～２０時 

第５回 出題予想テーマ的中プロジェクト 

①民法択一式・記述式レバレッジ予想講義 

②行政法☆重要判例予想講義 

③ココが危ない！2016年一般知識予想講義 

 

 

おわりに 


